
別
記
第
三
号

物
品
供
給
契
約
基
準

こ
の
基
準
は
、
物
品
の
供
給
に
関
す
る
契
約
の
一
般
的
約
定
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
総
則
）

第
一

発
注
者
及
び
供
給
者
は
、
契
約
書
及
び
こ
の
契
約
基
準
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
日
本
国
の
法
令
を
遵
守
し

、
こ
の
契
約
（
契
約
書
及
び
こ
の
契
約
基
準
を
内
容
と
す
る
物
品
の
供
給
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
履
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

供
給
者
は
、
契
約
書
記
載
の
物
品
を
契
約
書
記
載
の
納
入
期
限
内
に
発
注
者
に
引
き
渡
す
も
の
と
し
、
発
注
者
は

、
そ
の
売
買
代
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

３

供
給
者
は
、
こ
の
契
約
の
履
行
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

契
約
書
及
び
こ
の
契
約
基
準
に
定
め
る
請
求
、
通
知
、
報
告
、
申
出
、
承
諾
及
び
解
除
は
、
書
面
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

こ
の
契
約
の
履
行
に
関
し
て
発
注
者
と
供
給
者
と
の
間
で
用
い
る
言
葉
は
、
日
本
語
と
す
る
。

６

契
約
書
及
び
こ
の
契
約
基
準
に
定
め
る
金
銭
の
支
払
に
用
い
る
通
貨
は
、
日
本
円
と
す
る
。

７

こ
の
契
約
の
履
行
に
関
し
て
発
注
者
と
供
給
者
と
の
間
で
用
い
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五

十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。



８

契
約
書
及
び
こ
の
契
約
基
準
に
お
け
る
期
間
の
定
め
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

及
び
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

９

こ
の
契
約
は
、
日
本
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
契
約
に
係
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
裁
判
所
を
も
っ
て
合
意
に
よ
る
専
属
的
管
轄
裁
判
所
に
お
い
て

10
行
う
も
の
と
す
る
。

（
供
給
者
の
請
求
に
よ
る
納
入
期
限
の
延
長
）

第
二

供
給
者
は
、
天
候
の
不
良
そ
の
他
供
給
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
納
入
期
限
ま
で
に
供

給
契
約
の
目
的
で
あ
る
物
品
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
た
書
面
に
よ
り
、
発
注

者
に
納
入
期
限
の
延
長
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
発
注
者
の
請
求
に
よ
る
納
入
期
限
の
短
縮
又
は
延
長
）

第
三

発
注
者
は
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
、
納
入
期
限
を
短
縮
又
は
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
供
給
者
に
対
し

て
納
入
期
限
の
短
縮
変
更
又
は
延
長
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
納
入
期
限
の
変
更
方
法
）

第
四

納
入
期
限
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
発
注
者
と
供
給
者
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。
た
だ
し
、
協
議
開
始
の
日
か
ら

十
四
日
以
内
に
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
は
、
発
注
者
が
定
め
、
供
給
者
に
通
知
す
る
。

２

前
項
の
協
議
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
発
注
者
が
供
給
者
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
、
供
給
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す



る
。
た
だ
し
、
発
注
者
が
納
入
期
限
の
変
更
事
由
が
生
じ
た
日
（
第
二
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
注
者
が
納
入
期
限

変
更
の
請
求
を
受
け
た
日
、
第
三
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
供
給
者
が
納
入
期
限
変
更
の
請
求
を
受
け
た
日
）
か
ら
七

日
以
内
に
協
議
開
始
の
日
を
通
知
し
な
い
場
合
に
は
、
供
給
者
は
、
協
議
開
始
の
日
を
定
め
、
発
注
者
に
通
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
）

第
五

供
給
者
は
、
物
品
を
納
入
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
納
品
書
に
よ
り
発
注
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

発
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
検
査
を
完
了
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
発
注
者
は
、
当
該
検
査
の
結
果
を
供
給
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

供
給
者
は
、
前
項
の
検
査
に
合
格
し
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
引
き
取
り
、
発
注
者
の
指
定
す
る
期
間
内

に
改
め
て
物
品
を
完
納
し
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
売
買
代
金
の
支
払
）

第
六

供
給
者
は
、
第
五
第
二
項
又
は
第
三
項
の
検
査
に
合
格
し
た
と
き
は
、
物
品
代
金
請
求
書
に
よ
り
売
買
代
金
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

発
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
売
買
代
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

発
注
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
五
第
二
項
の
期
間
内
に
検
査
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
限
を

経
過
し
た
日
か
ら
検
査
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
は
、
前
項
の
期
間
（
以
下
「
約
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
日

数
か
ら
差
し
引
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
遅
延
日
数
が
約
定
期
間
の
日
数
を
超
え
る
と
き
は
、

約
定
期
間
は
、
遅
延
日
数
が
約
定
期
間
の
日
数
を
超
え
た
日
に
お
い
て
満
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
部
分
払
）

第
七

供
給
者
は
、
物
品
の
完
納
前
に
、
物
品
の
納
入
部
分
に
相
応
す
る
売
買
代
金
相
当
額
の
全
額
に
つ
い
て
、
次
項

以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
部
分
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

供
給
者
は
、
部
分
払
を
請
求
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
請
求
に
係
る
納
入
部
分
の
確
認
を
発
注
者
に
請

求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
注
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
同
項
の
確
認
を
す
る
た
め
の

検
査
を
行
い
、
当
該
確
認
の
結
果
を
供
給
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

供
給
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
物
品
代
金
部
分
払
請
求
書
に
よ
り
部
分
払
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
発
注
者
は
、
当
該
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
部
分
払
金

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

部
分
払
金
の
額
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
に
お
い
て
確
認
し
た
物
品
の
納
入
部
分
に
相
応
す
る
売
買
代
金
相

当
額
の
全
額
と
す
る
。



６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
払
金
の
支
払
が
あ
っ
た
後
、
再
度
部
分
払
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一

項
及
び
前
項
中
「
売
買
代
金
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
売
買
代
金
相
当
額
か
ら
既
に
部
分
払
の
対
象
と
な
っ
た
売
買

代
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
」
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
瑕
疵
担
保
）

第
八

発
注
者
は
、
こ
の
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、
供
給
者
に
対
し
て
、
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た

日
か
ら
相
当
の
期
間
内
に
目
的
物
の
取
替
え
若
し
く
は
瑕
疵
の
修
補
を
請
求
し
、
又
は
修
補
に
代
え
若
し
く
は
修
補

と
と
も
に
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
履
行
遅
滞
の
場
合
に
お
け
る
損
害
金
等
）

第
九

供
給
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
納
入
期
限
内
に
納
入
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
発
注
者
は
、
損
害
金
の
支
払
を
供
給
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
損
害
金
の
額
は
、
売
買
代
金
額
か
ら
納
入
部
分
に
相
応
す
る
売
買
代
金
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
き
、
遅
延

日
数
に
応
じ
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
に
対
す
る
遅
延
利
息
の
率
（
以
下
「
遅
延
利
息
率
」
と
い
う
。

）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

３

発
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
買
代
金
の
支
払
が
遅
れ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
供
給
者
は
、
未
受
領
金
額
に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
遅
延
利
息
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息



の
支
払
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
談
合
等
不
正
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
違
約
金
等
）

第
九
の
二

供
給
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
金
額
の
十
分

の
一
に
相
当
す
る
額
を
違
約
金
と
し
て
発
注
者
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

供
給
者
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以

下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
供
給
者
が
構
成
員
で
あ
る
事

業
者
団
体
が
同
法
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
が
供
給
者
又
は
供
給
者
が

構
成
員
で
あ
る
事
業
者
団
体
に
対
し
て
、
同
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
排
除
措
置
命
令
又
は
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
行
い
、
当
該
命
令
が
確
定
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
供
給
者
が
同
法
第
十
九
条
の

規
定
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
違
反
行
為
が
同
法
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
不
公
正
な
取
引
方
法

（
昭
和
五
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
第
六
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
の
場
合
な
ど
発
注
者
に
金

銭
的
損
害
が
生
じ
な
い
行
為
と
し
て
供
給
者
が
こ
れ
を
証
明
し
、
そ
の
証
明
を
発
注
者
が
認
め
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

二

公
正
取
引
委
員
会
が
、
供
給
者
に
対
し
て
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
十
八
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ

る
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
な
い
旨
の
通
知
を
行
っ
た
と
き
。

三

供
給
者
（
供
給
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
）
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四



十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
又
は
独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

２

供
給
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
金
額
の
十
分
の
一
に
相

当
す
る
額
の
ほ
か
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
違
約
金
と
し
て
発
注
者
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
確
定
し
た
納
付
命
令
に
お
け
る
課
徴
金
に
つ
い
て
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
八

項
又
は
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
。

二

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
確
定
し
た
納
付
命
令
若
し
く
は
排
除
措
置
命
令
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
刑
に

係
る
確
定
判
決
に
お
い
て
、
供
給
者
が
違
反
行
為
の
首
謀
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

三

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
知
に
係
る
事
件
に
お
い
て
、
供
給
者
が
違
反
行
為
の
首
謀
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
き
。

３

供
給
者
は
、
契
約
の
履
行
を
理
由
と
し
て
第
一
項
及
び
第
二
項
の
違
約
金
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
発
注
者
に
生
じ
た
実
際
の
損
害
の
額
が
違
約
金
の
額
を
超
過
す
る
場
合
に
お
い

て
、
発
注
者
が

そ
の
超
過
分
の
損
害
に
つ
き
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

供
給
者
は
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
速
や
か
に
、
当
該
処
分
等
に
係
る
関
係
書
類
を
発
注
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
契
約
保
証
金
）

第
十

供
給
者
は
、
契
約
保
証
金
を
納
付
し
た
契
約
に
お
い
て
、
売
買
代
金
額
の
増
額
の
変
更
を
し
た
場
合
は
、
増
加

後
に
お
け
る
総
売
買
代
金
額
に
対
す
る
所
要
の
契
約
保
証
金
額
と
既
納
の
契
約
保
証
金
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
も

の
を
追
加
契
約
保
証
金
と
し
て
発
注
者
の
指
示
に
従
い
、
直
ち
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

供
給
者
が
契
約
事
項
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
保
証
金
を
納
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
契
約

保
証
金
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
発
注
者
の
解
除
権
）

第
十
一

発
注
者
は
、
供
給
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

正
当
な
理
由
な
く
、
納
入
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
入
し
な
い
と
き
。

二

そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
納
入
期
限
内
又
は
納
入
期
限
経
過
後
相
当
の
期
間
内
に
物
品
を
完
納
す
る

見
込
み
が
明
ら
か
に
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
こ
の
契
約
に
違
反
し
、
そ
の
違
反
に
よ
り
こ
の
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

第
十
三
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
こ
の
契
約
の
解
除
を
申
し
出
た
と
き
。

五

供
給
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。



イ

役
員
等
（
供
給
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
供
給
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
又
は

そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
物
品
供
給
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「

暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員

」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ロ

暴
力
団
（
暴
力
団
対
策
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ハ

役
員
等
が
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的

を
も
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
な
ど
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ニ

役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
あ

る
い
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
、
運
営
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ホ

役
員
等
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
供
給
者
は
、
売
買
代
金
額
の
十
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
違
約
金
と
し
て
発
注
者
の
指
定
す
る
期
間
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
契
約
保
証
金
を
も



っ
て
違
約
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二

発
注
者
は
、
物
品
が
完
納
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
き
は

、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

発
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
物
品
の
納
入
部
分
を
検
査
の
う
え
、
当
該
検

査
に
合
格
し
た
部
分
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
引
渡

し
を
受
け
た
納
入
部
分
に
相
応
す
る
売
買
代
金
を
供
給
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
注
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
供
給
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は

、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
賠
償
額
は
、
発
注
者
と
供
給
者
と
が
協
議
し
て

定
め
る
。

（
供
給
者
の
解
除
権
）

第
十
三

供
給
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

発
注
者
が
こ
の
契
約
に
違
反
し
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
こ
の
契
約
の
履
行
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
。

二

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
物
品
を
完
納
す
る
こ
と
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と

な
っ
た
と
き
。

２

第
十
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
賠
償
金
等
の
徴
収
）



第
十
四

供
給
者
が
こ
の
契
約
に
基
づ
く
賠
償
金
、
損
害
金
又
は
違
約
金
を
発
注
者
の
指
定
す
る
期
間
内
に
支
払
わ
な

い
と
き
は
、
発
注
者
は
、
そ
の
支
払
わ
な
い
額
に
発
注
者
の
指
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
代
金
支
払
の
日
ま

で
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
利
息
を
付
し
た
額
と
、
発
注
者
の
支
払
う
べ
き
代
金
額
と
を
相
殺
し
、
な

お
不
足
が
あ
る
と
き
は
追
徴
す
る
。

２

前
項
の
追
徴
を
す
る
場
合
に
は
、
発
注
者
は
、
供
給
者
か
ら
遅
延
日
数
に
つ
き
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算

し
た
額
の
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。

（
補
則
）

第
十
五

こ
の
契
約
基
準
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
必
要
に
応
じ
て
発
注
者
と
供
給
者
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。


